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判
例
研
究

一
〇
八
　
　
（
二
三
〇
）

108

〔
商
法
　
二
二
九
〕

議
決
権
代
理
行
使
に
関
す
る

定
款
規
定
違
反
の
協
同
組
合
総
会
決
議
の
効
力

〔
判
示
事
項
〕

　
一
　
協
同
組
合
の
総
会
決
議
の
方
法
が
定
款
に
定
め
る
と
こ
ろ
の
代
理
人
に

よ
る
議
決
権
行
使
手
続
に
違
背
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は
、
決
議
取
消
事
由
に

該
当
す
る
。

　
二
　
決
議
取
消
の
訴
の
提
起
期
間
徒
過
後
は
、
決
議
無
効
確
認
の
訴
を
決
議

取
消
の
訴
に
変
更
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。

〔
参
照
条
文
〕

　
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
五
四
条
、
商
法
二
四
七
条
、
二
四
八
条

〔
事
　
実
〕

　
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
基
づ
く
被
告
Y
協
同
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
と

主
張
す
る
原
告
X
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
を
挙
げ
て
、
Y
協
同
組
合
の
決
議
無

効
確
認
を
請
求
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Y
協
同
組
合
の
定
款
に
は
、
「
組
合

員
は
書
面
又
は
代
理
人
を
も
つ
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
、
そ
の
組
合
員
の
親
族
も
し
く
は
常
時
使
用
す
る
使
用
人
又
は
他
の
組
合

（
難
灘
攣
論
、
、
二
日
）

員
で
な
け
れ
ば
代
理
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
も
の
が
代
理
人
と
な
つ
た
場
合
で
も
、
代
理
人
が
代
理
す
る
組
合

員
の
数
は
二
名
以
内
と
す
る
。
」
と
の
総
会
決
議
規
定
が
あ
る
。
し
か
る
に
、
Y

協
同
組
合
の
本
件
昭
和
五
一
年
一
〇
月
二
七
日
臨
時
総
会
決
議
は
、
総
会
の
出

席
組
合
員
が
五
名
、
委
任
状
に
よ
る
出
席
者
が
二
四
名
で
、
原
告
X
を
除
く
そ

の
余
の
出
席
組
合
員
が
委
任
状
に
よ
る
出
席
者
を
代
理
す
る
こ
と
で
な
さ
れ
た

の
で
、
右
定
款
規
定
に
違
反
し
、
本
件
臨
時
総
会
決
議
は
無
効
で
あ
る
と
理
由

づ
け
ら
れ
た
。

　
被
告
Y
協
同
組
合
は
、
右
の
よ
う
な
定
款
規
定
の
存
在
お
よ
び
右
臨
時
総
会

で
の
出
席
者
と
委
任
状
に
よ
る
代
理
出
席
者
の
状
況
を
認
め
た
。
し
か
し
、
被

告
Y
協
同
組
合
は
、
原
告
X
が
昭
和
五
二
年
六
月
一
日
を
も
つ
て
同
組
合
を
脱

退
し
た
こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
上
で
、
原
告
X
の
決
議
無
効
確
認
請
求
を
争
つ

た
。〔

判
旨
〕

（
難
灘
攣
論
、
、
二
日
）

（
難
灘
攣
論
、
、
二
日
）

（
難
灘
攣
論
、
、
二
日
）



　
原
告
X
の
請
求
を
棄
却
。

U
　
「
原
告
（
x
）
は
、
昭
和
五
蝉
年
一
〇
月
二
七
日
開
催
さ
れ
た
被
告
（
Y
）
の

臨
時
総
会
に
お
け
る
決
議
が
無
効
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
無
効
事
由
と

し
て
は
、
単
に
、
右
決
議
の
方
法
が
Y
の
定
款
に
定
め
る
と
こ
ろ
の
代
理
人
に

ょ
ゐ
議
決
権
行
使
の
手
続
に
違
背
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
み
で
あ
つ

て
、
決
議
の
内
容
に
関
し
て
理
疵
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
決
議
無
効
の
事
由
た
り
う
る
の
は
、
決
議
の
内
容
に
関
し
て

毅
疵
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
X
の
主
張
す
る
決
議
の
方
法
に
関
す
る
壊
疵
は

単
に
決
議
取
消
の
事
由
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
」

二
　
　
「
（
な
お
、
X
の
本
訴
提
起
は
、
昭
和
五
二
年
五
月
二
三
日
で
あ
つ
て
、
中
小
企

業
等
協
同
組
合
法
五
四
条
で
準
用
す
る
商
法
こ
四
八
条
一
項
所
定
の
決
議
の
日
よ
り
三
月

内
と
い
う
訴
提
起
期
間
を
徒
過
し
て
い
る
こ
と
は
記
録
上
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
本
件
訴

を
決
議
取
消
の
訴
に
変
更
さ
せ
る
要
も
な
い
。
）
ま
た
、
X
の
本
訴
請
求
は
、
決
議
無

効
確
認
請
求
と
な
つ
て
い
る
け
れ
ど
も
，
そ
の
趣
旨
と
し
て
は
、
有
効
な
決
議

が
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
決
議
不
存
在
確
認
請
求
を
も
含
む
も
の

で
あ
る
と
解
し
う
る
余
地
が
あ
る
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
X
の
主
張
す
る
前

記
決
議
方
法
に
関
す
る
暇
疵
は
、
そ
れ
が
延
い
て
は
決
議
が
社
会
通
念
上
存
在

し
な
い
と
評
価
し
う
る
類
の
蝦
疵
と
も
解
し
が
た
い
の
で
、
決
議
不
存
在
事
由

と
も
な
ら
な
い
。
」

〔
評
　
釈
〕

　
判
旨
に
賛
成
す
る
。

一
　
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
五
四
条
で
準
用
さ
れ
て
い
る
商
法
二
四
七
条
の

解
釈
に
お
い
て
、
株
主
ま
た
は
そ
の
正
当
な
代
理
人
で
な
い
老
が
参
加
し
て
決

　
　
　
判
例
研
．
究

議
が
な
さ
れ
た
場
合
、
決
議
取
消
原
因
あ
り
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
（
谷

川
・
注
釈
会
社
塗
西
七
条
注
一
〇
〈
四
巻
一
九
一
頁
V
）
。
こ
の
場
合
、
決
議
の
方

法
に
蝦
疵
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
高
鳥
・
会
社
法
く
二
版
増
補
V
一
五
〇

頁
）
。
本
件
Y
協
同
組
合
の
定
款
に
よ
れ
ば
、
　
「
代
理
人
が
代
理
す
る
組
合
員
の

数
は
二
名
以
内
と
す
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
本
件
臨
時
総
会
で

は
、
二
名
以
上
の
代
理
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
当
事
者
間
で
争
い
が

な
い
。
従
つ
て
、
本
件
で
は
、
定
款
違
反
の
代
理
人
が
決
議
に
参
加
し
て
決
議

が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
前
記
の
通
説
を
本
件
Y
協
同
組
合
の
場
合
に

も
援
用
す
る
と
、
結
局
、
正
当
で
な
い
代
理
人
の
登
場
と
な
り
、
決
議
の
方
法

に
暇
疵
が
付
着
し
、
決
議
取
消
原
因
あ
る
場
合
と
な
る
。
本
件
判
旨
第
一
点

は
、
前
記
通
説
の
こ
の
立
場
に
依
拠
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　
右
の
点
に
関
連
し
て
、
ま
ず
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
本
件
Y

協
同
組
合
の
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
行
使
に
関
す
る
定
款
規
定
が
適
法
な
も
の

か
否
か
の
点
で
あ
る
っ
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
一
一
条
二
項
に
よ
れ
ぽ
、
組

合
員
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ヶ
、
書
面
ま
た
は
代
理
人
を
も
つ
て
、

議
決
権
ま
た
は
選
挙
権
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
、
こ
の
場
合
は
、
そ
の
組
合
員

の
親
族
も
し
く
は
使
用
人
ま
た
は
他
の
組
合
員
で
な
け
れ
ば
、
代
理
人
と
な
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
条
五
項
に
よ
れ
ば
、
代

理
人
は
、
五
人
以
上
の
組
合
員
を
代
理
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
と
規
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
条
項
と
本
件
Y
協
同
組
合
の
定
款
規
定
を
比
較
対
照
し
て
み
る

と
、
Y
協
同
組
合
の
定
款
規
定
で
は
、
代
理
人
資
格
に
関
し
て
、
条
文
上
で
は

単
に
「
組
合
員
の
使
用
人
」
と
な
つ
て
い
る
も
の
を
「
組
合
員
の
常
時
使
用
す

る
使
用
人
」
と
厳
格
化
し
、
さ
ら
に
、
代
理
人
の
代
理
で
ぎ
る
人
数
に
関
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
　
（
一
芒
二
　
）
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判
例
研
究

て
、
条
文
上
は
「
五
人
以
上
の
組
合
員
を
代
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
さ

れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
Y
協
同
組
合
の
定
款
規
定
で
は
、
「
代
理
人
が
代
理
す

る
組
合
員
の
数
は
二
名
以
内
と
す
る
」
と
や
は
り
厳
格
化
さ
れ
て
い
る
。
定
款

に
よ
る
こ
の
よ
う
な
厳
格
化
は
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
基
づ
く
協
同
組

合
の
在
り
方
か
ら
考
え
て
、
肯
定
さ
れ
て
よ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
森
本
．

本
件
評
釈
・
商
事
法
務
九
〇
八
号
三
七
頁
も
「
こ
の
よ
う
な
議
決
権
代
理
行
使
要
件
を
定

款
に
よ
り
厳
格
化
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
」
と
解
し
て
い
る
）
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
中
小
企

業
等
協
同
組
合
法
五
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
の
協
同
組
合
の
基
準
お
よ
び
原
則

と
し
て
、
相
互
扶
助
性
、
議
決
権
の
平
等
性
、
組
合
員
へ
の
直
接
的
奉
仕
原
則

が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
総
会
に
は
で
き
る
だ
け
組
合
員
本
人
が
出
席
す
る

こ
と
を
要
請
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
代
理
人
に
は
、
組
合
員
本
人
と
で
き
る
か

ぎ
り
密
接
な
関
係
あ
る
者
を
選
任
す
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
は
、
こ
の
種
の
協

同
組
合
の
在
り
方
と
矛
盾
し
な
い
か
ら
で
あ
る
（
大
塚
．
協
同
組
合
法
の
研
究
〈
増

訂
版
〉
三
三
三
頁
で
は
、
　
「
協
同
組
合
は
内
む
ぎ
の
団
体
で
あ
る
」
と
性
格
づ
け
ら
れ
て

い
る
）
。

　
次
に
、
本
件
Y
協
同
組
合
の
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
行
使
に
関
す
る
定
款
規

定
違
反
が
、
株
式
会
社
法
に
お
け
る
通
説
に
従
つ
て
、
決
議
の
方
法
に
暇
疵
あ

る
場
合
と
考
え
て
よ
い
か
否
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
株
式
会
社

法
に
お
け
る
通
説
に
対
し
て
、
実
質
上
代
理
権
の
な
い
者
が
議
決
権
を
行
使
し

た
場
合
、
そ
の
者
の
な
し
た
表
決
は
、
本
質
的
に
な
ん
ら
議
決
権
の
行
使
と
は

認
め
得
な
い
と
の
観
点
か
ら
、
そ
の
者
の
表
決
が
決
議
の
結
果
に
影
響
を
及
ぼ

さ
な
け
れ
ば
、
そ
の
決
議
は
有
効
で
あ
り
、
な
ん
ら
の
暇
疵
も
付
着
し
て
い
な

い
と
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
（
西
本
・
株
主
総
会
論
一
七
一
頁
、
一
七
二
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
　
（
二
＝
＝
一
）

右
の
見
解
と
同
趣
旨
の
も
の
は
、
す
で
に
昭
和
一
〇
年
代
の
前
半
に
お
い
て
も

主
張
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
正
当
な
代
理
人
に
非
ざ
る
者
の
参
加
の
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
者
の
無
効
投
票
を
除
去
し
て
も
な
お
大
多
数
を
も
つ
て
決

議
が
成
立
し
た
こ
と
が
明
瞭
な
る
か
ぎ
り
、
原
告
に
お
い
て
特
に
正
当
な
代
理

人
に
非
ざ
る
者
の
参
加
が
決
議
の
成
否
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
立
証
し
な
け

れ
ば
、
決
議
は
有
効
で
あ
る
と
の
見
解
で
あ
る
（
河
村
・
株
主
総
会
の
研
究
三

二
八
頁
）
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
発
想
の
見
解
は
、
現
在
に
お
い
て
も
主
張
さ
れ

て
い
る
◎
す
な
わ
ち
、
代
理
人
資
格
の
な
い
者
が
決
議
に
参
加
し
た
場
合
、
そ

の
議
決
権
行
使
の
鍛
疵
は
、
票
数
の
数
え
ま
ち
が
え
と
同
視
で
き
る
の
で
、
そ

の
違
法
投
票
を
除
い
て
も
決
議
が
有
効
に
成
立
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
な
ら

ぽ
、
決
議
の
結
果
に
影
響
が
な
く
取
消
事
由
が
存
在
し
な
か
つ
た
と
し
て
、
取

消
請
求
を
棄
却
す
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
で
あ
る
（
岩
原
．
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
会

社
判
例
百
選
く
第
三
版
V
七
一
頁
、
竹
内
・
株
主
総
会
の
招
集
手
続
の
蝦
疵
と
決
議
取
消

請
求
の
棄
却
・
判
例
商
法
－
二
〇
二
頁
。
な
お
、
岩
原
・
同
書
同
頁
は
、
本
文
の
場
合
に

お
い
て
、
代
理
人
資
格
の
な
い
者
の
言
動
が
手
続
を
著
し
く
不
公
正
に
し
た
場
合
は
別
で

あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
）
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
立
場
の
発
想
は
、
単
に
行
使
し

た
議
決
権
の
数
の
み
を
問
題
と
し
、
そ
の
よ
う
な
無
権
利
者
の
出
席
自
体
が
総

会
の
決
議
の
成
立
に
影
響
を
与
え
得
る
こ
と
（
大
隅
、
今
井
．
総
合
判
例
研
究
叢
書

⑤
ニ
ニ
六
頁
参
照
）
を
軽
視
し
て
い
る
の
で
賛
成
で
き
な
い
（
但
し
、
大
隅
、
今
井
．

前
掲
書
一
三
六
頁
は
、
結
論
的
に
は
本
文
に
反
対
）
。
つ
ま
り
、
代
理
人
資
格
に
関
す

る
暇
疵
で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
は
、
会
議
体
そ
の
も
の
の
適
正
な
構
成
を
歪
曲
す

る
も
の
と
解
さ
れ
、
軽
ん
ず
べ
ぎ
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
昭
和
一
三
年
の
改
正
前
商
法
一
六
三
条
一
項
は
、
　
「
総
会
招
集
ノ
手
続
又
ハ
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其
決
議
ノ
方
法
力
法
令
又
ハ
定
款
二
反
ス
ル
ト
キ
ハ
株
主
、
取
締
役
又
ハ
監
査

役
ハ
訴
ヲ
以
テ
ノ
ミ
其
決
議
ノ
無
効
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
し
て
い

た
。
こ
の
規
定
の
単
純
な
文
章
上
の
表
面
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
決
議
方
法
の

定
款
違
反
は
決
議
無
効
の
主
張
を
可
能
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
定
款
に
定
め
ら
れ
た
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
行
使
手
続
に
違
反
し
て
な
さ

れ
た
決
議
に
は
、
決
議
方
法
に
定
款
違
反
の
瑠
疵
が
付
着
し
て
い
る
の
で
、
決

議
無
効
の
主
張
が
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
件
原
告
側
の
主
張
の
趣
旨

が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
く
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
可
能
性
は
否

定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
昭
和
一
三
年
の
改
正
前
商
法
ニ
ハ
一
二
条
が
、

訴
を
も
つ
て
決
議
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
を
得
と
し
て
い
る
意
味
は
、
判
決
に

よ
つ
て
は
じ
め
て
決
議
が
無
効
と
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
判
決
に
よ
り

無
効
状
態
が
「
形
成
」
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
奥
野
ほ
か
六
名
．
株
式
会

社
法
釈
義
一
五
六
頁
）
。
従
つ
て
、
現
行
商
法
は
、
第
二
四
七
条
に
お
い
て
、
こ
れ

に
関
す
る
訴
を
「
取
消
の
訴
」
と
し
、
決
議
が
当
然
無
効
の
場
合
の
確
認
の
訴
に

付
て
別
に
第
二
五
二
条
を
新
設
し
た
と
の
経
緯
が
あ
る
（
奥
野
ほ
か
六
名
．
前
掲

書
一
五
六
頁
）
。
右
の
よ
う
な
規
定
の
沿
革
か
ら
考
え
て
も
、
判
旨
第
一
点
に
関

連
す
る
原
告
X
の
主
張
は
理
由
が
な
い
。

　
以
上
の
次
第
で
、
本
件
判
旨
第
一
点
に
賛
成
で
き
る
。

　
な
お
、
判
旨
に
よ
れ
ば
、
原
告
X
が
昭
和
五
二
年
六
月
一
日
を
も
つ
て
被
告

Y
協
同
組
合
を
脱
退
し
た
と
の
Y
協
同
組
合
の
主
張
に
つ
い
て
は
何
も
判
断
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
原
告
X
側
の
本
件
請
求
が
、
提
訴
権
者
を
限
定
し
て

い
な
い
決
議
無
効
確
認
と
し
か
解
さ
れ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
決
議
取
消
訴

訟
と
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
提
訴
権
者
か
否
か
、
す
な
わ
ち
、
組
合
員
か
否
か
が

　
　
　
判
例
研
究

問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
・

二
　
判
旨
第
二
点
の
前
半
に
関
連
し
て
、
昭
和
五
四
年
二
月
一
六
日
の
最
高

裁
第
二
小
法
廷
判
決
は
、
　
「
株
主
総
会
決
議
の
無
効
確
認
を
求
め
る
訴
に
お
い

て
決
議
無
効
原
因
と
し
て
主
張
さ
れ
た
蝦
疵
が
決
議
取
消
原
因
に
該
当
し
て
お

り
、
し
か
も
、
決
議
取
消
訴
訟
の
原
告
適
格
、
出
訴
期
間
等
の
要
件
を
み
た
し

て
い
る
と
ぎ
は
、
た
と
え
決
議
取
消
の
主
張
が
出
訴
期
間
経
過
後
に
な
さ
れ
た

と
し
て
も
、
な
お
決
議
無
効
確
認
訴
訟
提
起
時
か
ら
提
起
さ
れ
て
い
た
も
の
と

同
様
に
扱
う
の
を
相
当
と
」
す
る
と
判
示
し
て
い
る
　
（
民
集
三
一
二
巻
七
号
二
頁
、

三
頁
）
。
こ
れ
ま
で
、
決
議
取
消
事
由
を
主
張
し
て
無
効
確
認
の
請
求
を
し
た

場
合
、
大
別
し
て
、
三
つ
の
立
場
が
対
立
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
①
訴
選
択

の
誤
謬
を
理
由
に
そ
の
請
求
を
棄
却
す
べ
き
と
す
る
説
、
②
取
消
訴
訟
の
要
件

を
具
備
し
て
い
れ
ば
取
消
の
訴
を
含
む
も
の
と
し
て
そ
れ
へ
の
転
換
を
認
め
る

べ
き
と
す
る
説
、
③
決
議
の
暇
疵
を
争
う
訴
訟
の
差
異
を
無
視
し
て
取
消
事
由

を
主
張
し
た
無
効
確
認
請
求
を
認
め
る
説
が
判
例
と
学
説
に
お
い
て
対
立
し
て

い
た
（
篠
田
・
昭
和
五
四
年
二
月
一
六
日
第
二
小
法
廷
判
例
解
説
・
法
曹
時
報
三
四
巻

五
号
九
八
頁
～
一
〇
一
頁
に
明
解
に
説
明
さ
れ
て
い
る
）
Q
右
の
最
高
裁
判
所
判
決

は
、
こ
れ
ら
の
対
立
を
踏
ま
え
て
、
基
本
的
に
は
、
取
消
訴
訟
へ
の
転
換
を
認
め

る
右
の
②
説
の
立
場
を
是
認
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
（
篠
田
．
前
掲
判
例
解

説
｝
〇
一
頁
）
。
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
は
、
株
主
総
会
決
議
の
暇

疵
を
争
う
訴
訟
の
訴
訟
物
を
い
か
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
の
問
題
と
も
関
連
す

る
。
し
か
し
、
問
題
の
解
決
は
、
訴
訟
物
理
論
に
関
す
る
新
旧
両
説
と
い
う
固

定
的
な
枠
組
み
で
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
実

体
権
と
い
う
も
の
は
、
訴
訟
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
判
決
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
　
　
（
二
三
三
）
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べ
て
の
訴
訟
行
為
が
収
東
す
る
事
に
な
る
の
だ
か
ら
、
口
頭
弁
論
終
結
時
ま
で

の
行
為
が
、
判
決
に
意
味
を
与
え
る
限
度
で
遡
及
的
に
評
価
さ
れ
れ
ば
足
り
、

訴
提
起
の
断
階
で
、
決
議
取
消
か
決
議
無
効
か
決
議
不
存
在
か
が
確
定
的
に
把

握
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
旦
頭
弁
論
終
結
時
ま
で
に
整
え
ら
れ
れ
ば
よ
い
の
で

あ
る
（
伊
東
腸
山
田
・
昭
和
五
四
年
二
月
一
六
日
第
二
小
法
廷
判
例
批
評
・
法
学
研
究
五

三
巻
七
号
；
…
頁
、
二
』
西
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
訴
提
起
の
段
階
で

決
議
無
効
確
認
が
請
求
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
、
出
訴
期
間
な
ど
決
議
取
消

訴
訟
の
要
件
を
充
足
し
て
お
れ
ば
、
決
議
取
消
の
訴
へ
の
評
価
が
え
は
可
能
な

の
だ
か
ら
、
右
の
最
高
裁
判
所
の
判
決
に
は
賛
成
で
き
る
。
本
件
判
旨
第
二
点

前
半
は
、
三
月
内
と
い
う
出
訴
期
間
を
徒
過
し
て
い
る
か
ら
本
件
訴
を
決
議
取

消
の
訴
に
「
変
更
」
さ
せ
る
要
も
な
い
と
す
る
点
で
、
決
議
無
効
と
取
消
を
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
　
　
（
二
三
四
）

初
か
ら
首
尾
一
貫
し
て
戯
然
と
確
定
的
に
区
別
し
て
い
る
趣
旨
と
も
解
さ
れ
な

く
は
な
く
、
そ
こ
に
若
干
の
疑
間
も
提
起
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
帰
結
は
、
前

記
最
高
裁
判
所
判
決
に
照
ら
し
妥
当
な
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　
次
に
、
本
件
判
旨
第
二
点
後
半
に
お
い
て
、
本
件
は
、
決
議
不
存
在
事
由
あ

る
場
合
と
は
な
ら
な
い
と
解
ざ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
も
賛
成
で
ぎ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
本
件
に
お
い
て
は
、
定
款
に
規
定
さ
れ
た
代
理
人
に
よ
る
議
決
権

行
使
手
続
違
反
の
み
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
法
律
上
総
会
決
議
が
存

在
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
な
い
と
の
評
価
を
引
き
起
す
ほ
ど
の
著
し
く
重
大
な

手
続
的
な
蝦
疵
と
も
解
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
五
七
年
一
『
月
三
日
稿
）
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